
  

 

小田原市立総合医療センターの診療体制について 

（令和 8 年５月現在） 
 

当院は、県西地域の基幹病院として急性期医療や救急医療において中核的な役割を

担っており、地域の医療機関との役割分担（地域医療連携）を進めています。 

そのため、一部の診療科では、受診にあたって紹介状を必要とする紹介制を取らせ

ていただいています。 

また、病状が安定した患者さんはかかりつけ医または地域の医療機関へ逆紹介をし

ています。病状に変化があった場合は当院と連携して治療にあたらせていただきます。 
. 

１ 休日・夜間の診療体制について  

・ 休日・夜間に受診を希望される場合は、かかりつけの医療機関にご相談いただくか、

小田原市消防本部病院紹介（℡４９－０１１９）にて当番病院をご確認ください。 

・ 小児救急については、休日・夜間急患診療所（℡４７－０８２３）との連携による

24時間体制を、周産期救急については、地域の産婦人科との連携による救急体制を

実施しています。 

・ 当院の救命救急センターでは、重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者

を対象に診療を行います。原則として、徒歩又は自家用車で来院されるかたの診療

は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

・ なお、当院にかかりつけのかたは、電話（℡３４－３１７５）でご相談ください。 

 

 

重 要 

 裏面もご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※紹介状は、患者さんの病状など必要に応じて発行されるものです。 

ご来院の際は、紹介状を開封せずに市立総合医療センター1 階④窓口までお持ちください。 

紹介状が必要な診療科を受診するまでの流れ 

受診 

初診のかた 

最近、体調が思わし

くないので、まずは

家の近くの診療所

で見てもらおう！ 

診療所の医師 

紹介状を窓口に 

当院 

紹介状を出します※の

で、市立総合医療セン

ターの専門医を受診

してください。 

紹介状に記載さ

れた症状に適し

た外来診療科※を

ご案内します！ 



２ 平日時間内の診療体制について  

注：医師の異動等により、診療体制が変更になる場合があります。 

受 付 時 間：午前8時～午前11時（初・再診とも。ただし、予約のかたを除く。） 

診療開始時間：午前8時45分 令和８年５月現在 

３ 予約方法一覧（診療科別） 

 
※１ 紹介状なしでも受診可能ですが、診療内容の引き継ぎのため、可能な限り紹介状の作成をお願いいたします。 

なお、紹介状なしで受診される場合は、初診時選定療養費7,700円がかかります。  

※２ 他院の眼科にかかりつけの方は紹介状が必要です。  

※３ 上記の表の腎臓内科から放射線科の診療科を受診される際は、必ず事前のご予約が必要です。  

※４ PET,CT,MR,RI 等の検査予約（画像診断部門への紹介）につきましては、医療機関の方から放射線科へ直

接ご連絡ください。可能であれば「〈小田原市立総合医療センター〉放射線科画像診断部門依頼 FAX 用紙」

を FAX にて送付いただきますと、検査当日の待ち時間短縮に繋がりますので、ご理解ご協力いただけます

と幸いです。 

 FAX用紙ダウンロード：「小田原市立総合医療センターHP」→「診療科・部門のご案内」→「放射線科」→「放射

線科の依頼検査についてのご案内」 


